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札幌市
さ っ ぽ ろ し

 障
しょう

がい者
しゃ

による政策
せいさく

提言
ていげん

サポーター制度
せ い ど

 

名簿
め い ぼ

（第
だい

3期
き

サポーター） 

 

相原
あいはら

 正義
ま さ よ し

 精神
せいしん

障
しょう

がい 副
ふ く

代表
だいひょう

 

浅香
あ さ か

 博文
ひろふみ

 身体
しんたい

障
しょう

がい（肢体
し た い

）   

小山内
お さ な い

 美智子
み ち こ

 身体
しんたい

障
しょう

がい（肢体
し た い

）   

片石
かたいし

 松蔵
まつぞう

 身体
しんたい

障
しょう

がい（視覚
し か く

）   

黒田
く ろ だ

 澄
すみ

雄
お

 身体
しんたい

障
しょう

がい（肢体
し た い

） 代表
だいひょう

 

佐藤
さ と う

 由美子
ゆ み こ

 知的
ち て き

障
しょう

がい・精神
せいしん

障
しょう

がい   

鈴木
す ず き

 昭子
あ き こ

 知的
ち て き

障
しょう

がい   

西本
に し も と

 晃一郎
こ う い ち ろ う

 精神
せいしん

障
しょう

がい   

山本
やまもと

 浩之
ひろゆき

 身体
しんたい

障
しょう

がい（聴覚
ちょうかく

）   

我妻
わがつま

  武
たけし

 身体
しんたい

障
しょう

がい（肢体
し た い

） 副代表
ふくだいひょう

 

若
わか

能
の

 久
ひさ

誉
よ し

 身体
しんたい

障
しょう

がい（肢体
し た い

）   

 

（任期
にんき

：平成
へいせい

20年
ねん

5月
がつ

1日
たち

から平成
へいせい

22年
ねん

4月
がつ

30日
にち

） 
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平成
へいせい

21年度
ね ん ど

の活動
かつどう

状況
じょうきょう

 

 

１ 交通費
こうつうひ

助成
じょせい

制度
せいど

に関
かん

する提言書
ていげんしょ

の提 出
ていしゅつ

 平成
へいせい

21年
ねん

4月
がつ

2日
にち

 

 

２ 提言書
ていげんしょ

作成
さくせい

ワーキング会議
かいぎ

など 

第
だい

1回
かい

 平成
へいせい

21年
ねん

5月
がつ

13日
にち

 18時
じ

～ 視聴覚
しちょうかく

障
しょう

がい者
しゃ

情 報
じょうほう

センター 

第
だい

2回
かい

 平成
へいせい

21年
ねん

6月
がつ

3日
にち

 18時
じ

～ 視聴覚
しちょうかく

障
しょう

がい者
しゃ

情 報
じょうほう

センター 

第
だい

3回
かい

 平成
へいせい

21年
ねん

6月
がつ

17日
にち

 18時
じ

～ 視聴覚
しちょうかく

障
しょう

がい者
しゃ

情 報
じょうほう

センター 

第
だい

4回
かい

 平成
へいせい

21年
ねん

6月
がつ

26日
にち

 18時
じ

～ 視聴覚
しちょうかく

障
しょう

がい者
しゃ

情 報
じょうほう

センター 

第
だい

5回
かい

 平成
へいせい

21年
ねん

7月
がつ

10日
にち

 18時
じ

～ 視聴覚
しちょうかく

障
しょう

がい者
しゃ

情 報
じょうほう

センター 

第
だい

6回
かい

 平成
へいせい

21年
ねん

7月
がつ

24日
にち

 18時
じ

～ 視聴覚
しちょうかく

障
しょう

がい者
しゃ

情 報
じょうほう

センター 

第
だい

7回
かい

 平成
へいせい

21年
ねん

7月
がつ

30日
にち

 18時
じ

～ 視聴覚
しちょうかく

障
しょう

がい者
しゃ

情 報
じょうほう

センター 

第
だい

8回
かい

 平成
へいせい

21年
ねん

8月
がつ

11日
にち

 18時
じ

半
はん

～ 視聴覚
しちょうかく

障
しょう

がい者
しゃ

情 報
じょうほう

センター 

第
だい

9回
かい

 平成
へいせい

21年
ねん

8月
がつ

28日
にち

 18時
じ

～ 視聴覚
しちょうかく

障
しょう

がい者
しゃ

情 報
じょうほう

センター 

第
だい

10回
かい

 平成
へいせい

21年
ねん

9月
がつ

9日
にち

 18時
じ

～ 視聴覚
しちょうかく

障
しょう

がい者
しゃ

情 報
じょうほう

センター 

第
だい

11回
かい

 平成
へいせい

21年
ねん

10月
がつ

28日
にち

 18時
じ

半
はん

～ 札幌
さっぽろ

市役所
しやくしょ

 

第
だい

12回
かい

 平成
へいせい

21年
ねん

11月
がつ

12日
にち

 18時
じ

半
はん

～ 視聴覚
しちょうかく

障
しょう

がい者
しゃ

情 報
じょうほう

センター 

第
だい

13回
かい

 平成
へいせい

21年
ねん

11月
がつ

27日
にち

 18時
じ

半
はん

～ 札幌
さっぽろ

市役所
しやくしょ

 

第
だい

14回
かい

 平成
へいせい

21年
ねん

12月
がつ

7日
にち

 18時
じ

半
はん

～ 札幌
さっぽろ

市役所
しやくしょ

 

第
だい

15回
かい

 平成
へいせい

21年
ねん

12月
がつ

16日
にち

 18時
じ

半
はん

～ 視聴覚
しちょうかく

障
しょう

がい者
しゃ

情 報
じょうほう

センター 

第
だい

16回
かい

 平成
へいせい

22年
ねん

1月
がつ

13日
にち

 18時
じ

半
はん

～ 視聴覚
しちょうかく

障
しょう

がい者
しゃ

情 報
じょうほう

センター 

第
だい

17回
かい

 平成
へいせい

22年
ねん

1月
がつ

27日
にち

 18時
じ

半
はん

～ 視聴覚
しちょうかく

障
しょう

がい者
しゃ

情 報
じょうほう

センター 

第
だい

18回
かい

 平成
へいせい

22年
ねん

2月
がつ

9日
にち

 18時
じ

半
はん

～ 視聴覚
しちょうかく

障
しょう

がい者
しゃ

情 報
じょうほう

センター 

第
だい

19回
かい

 平成
へいせい

22年
ねん

2月
がつ

17日
にち

 18時
じ

半
はん

～ 札幌
さっぽろ

市役所
しやくしょ

 

 

３ 市
し

担当
たんとう

部局
ぶきょく

との意見
いけん

交換会
こうかんかい

 

第
だい

1回
かい

 平成
へいせい

21年
ねん

10月
がつ

1日
にち

 18時
じ

半
はん

～ 視聴覚
しちょうかく

障
しょう

がい者
しゃ

情 報
じょうほう

センター 

第
だい

2回
かい

 平成
へいせい

21年
ねん

10月
がつ

5日
にち

 14時
じ

～ 視聴覚
しちょうかく

障
しょう

がい者
しゃ

情 報
じょうほう

センター 
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第
だい

3回
かい

 平成
へいせい

21年
ねん

10月
がつ

7日
にち

 18時
じ

半
はん

～ 視聴覚
しちょうかく

障
しょう

がい者
しゃ

情 報
じょうほう

センター 

 

４ 市民
しみん

報告会
ほうこくかい

 

平成
へいせい

21年
ねん

12月
がつ

13日
にち

 14時
じ

～ 視聴覚
しちょうかく

障
しょう

がい者
しゃ

情 報
じょうほう

センター 

 

５ 政策
せいさく

提言書
ていげんしょ

提 出
ていしゅつ

 

平成
へいせい

22年
ねん

3月
がつ

17日
にち

 10時
じ

～ 札幌
さっぽろ

市役所
しやくしょ

 

 

６ その他
た

 

区
く

役所
やくしょ

職 員
しょくいん

研 修
けんしゅう

へのサポーター講師
こうし

派遣
はけん
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障
しょう

がい者
しゃ

による政策
せいさく

提言
ていげん

サポーター制度
せいど

運営
うんえい

事業
じぎょう

実施
じっし

要綱
ようこう

 

平成
へいせい

15年
ねん

10月
がつ

１日
にち

 

市長
しちょう

決裁
けっさい

 

最近
さいきん

改正
かいせい

 平成
へいせい

16年
ねん

４月
がつ

１日
にち

 

 

 （目的
もくてき

） 

第
だい

１ 条
じょう

 この要綱
ようこう

は、障
しょう

がいのある人
ひと

の思
おも

いや 考
かんが

えを、同
おな

じ目線
めせん

で理解
りかい

や応援
おうえん

することができる 障
しょう

がいのある人
ひと

が、サポーターとして聞
き

き取
と

り役
やく

や取
と

りまとめ

役
やく

を 行
おこな

うとともに、政策
せいさく

提言
ていげん

を 行
おこな

うことにより、 障
しょう

がいのある人
ひと

の意見
いけん

を

市政
しせい

に反映
はんえい

させることを目的
もくてき

とする。 

（運営
うんえい

） 

第
だい

２ 条
じょう

 事業
じぎょう

の実施
じっし

主体
しゅたい

は札幌市
さっぽろし

とし、札幌市
さっぽろし

は本事業
ほんじぎょう

の運営
うんえい

実施
じっし

のため、サポ

ーターを置
お

くものとする。 

 （業務
ぎょうむ

） 

第
だい

３ 条
じょう

 サポーターは、次
つぎ

の業務
ぎょうむ

を 行
おこな

うものとする。 

 （1） 障
しょう

がいのある人
ひと

との意見
いけん

交換
こうかん

及
およ

び集 約
しゅうやく

 

 （2） 障
しょう

がいのある人
ひと

の意見
いけん

に基
もと

づく政策
せいさく

の提言
ていげん

 

 （3）その他
た

、本事業
ほんじぎょう

の目的
もくてき

に必要
ひつよう

なこと 

 （サポーターの選定
せんてい

） 

第
だい

４ 条
じょう

 サポーターは札幌
さっぽろ

市内
しない

在 住
ざいじゅう

の 障
しょう

がいのある人
ひと

とする。 

２ サポーターの委嘱
いしょく

は市長
しちょう

が 行
おこな

う。 

（サポーターの任期
にんき

） 

第
だい

５ 条
じょう

 サポーターの任期
にんき

は、２年
ねん

とし、補欠
ほけつ

のサポーターの任期
にんき

は、前任者
ぜんにんしゃ

の

残任
ざんにん

期間
きかん

とする。ただし、再任
さいにん

を 妨
さまた

げない。 

 （代 表
だいひょう

及
およ

び副 代 表
ふくだいひょう

） 

第
だい

６ 条
じょう

 サポーターの中
なか

から、代 表
だいひょう

及
およ

び副 代 表
ふくだいひょう

を各
かく

１人
にん

置
お

き、サポーターの

互選
ごせん

によってこれを定
さだ

める。 

２ 代 表
だいひょう

は、サポーターを代 表
だいひょう

し、業務
ぎょうむ

を総括
そうかつ

する。 

３ 副 代 表
ふくだいひょう

は、代 表
だいひょう

を補佐
ほ さ

し、代 表
だいひょう

に事故
じ こ

があるとき、又
また

は欠
か

けたときは、
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その職務
しょくむ

を代理
だいり

する。 

４ 代 表
だいひょう

及
およ

び副 代 表
ふくだいひょう

ともに事故
じ こ

があるとき、又
また

は欠
か

けたときは、あらかじめ

代 表
だいひょう

の指名
しめい

するサポーターがその職務
しょくむ

を代理
だいり

する。 

 （アドバイザー） 

第
だい

７ 条
じょう

 サポーターの業務
ぎょうむ

に関
かん

し、必要
ひつよう

があると認
みと

めるときは、アドバイザーを置
お

くことができる。 

 （記録
きろく

台 帳
だいちょう

の整備
せいび

） 

第
だい

８ 条
じょう

 本事業
ほんじぎょう

に従事
じゅうじ

する者
もの

は、 障
しょう

がいのある人
ひと

の意見
いけん

の内容
ないよう

等
とう

を明
あき

らかに

した記録
きろく

台 帳
だいちょう

を整備
せいび

する。 

 （情 報
じょうほう

の保護
ほ ご

） 

第
だい

９ 条
じょう

 本事業
ほんじぎょう

に従事
じゅうじ

する者
もの

は、この業務
ぎょうむ

によって知
し

り得
え

た個人
こじん

、団体
だんたい

等
とう

の

情 報
じょうほう

について、細心
さいしん

の注意
ちゅうい

を払
はら

い 厳 重
げんじゅう

に管理
かんり

するとともに当該
とうがい

事業
じぎょう

目的
もくてき

以外
いがい

に一切
いっさい

使用
しよう

してはならない。 

 （庶務
しょむ

） 

第
だい

10条
じょう

 本事業
ほんじぎょう

の庶務
しょむ

は、保健
ほけん

福祉局
ふくしきょく

において 行
おこな

う。 

 （その他
た

） 

第
だい

11条
じょう

 この要綱
ようこう

に定
さだ

めるもののほか、本事業
ほんじぎょう

の実施
じっし

に必要
ひつよう

な事項
じこう

は、 障
しょう

がい

福祉
ふくし

担当
たんとう

部長
ぶちょう

が別
べつ

に定
さだ

める。 

 附
ふ

 則
そく

 

この要綱
ようこう

は、平成
へいせい

15年
ねん

10月
がつ

１日
にち

から施行
しこう

する。 

附
ふ

 則
そく

（平成
へいせい

16年
ねん

４月
がつ

１日
にち

） 

この要綱
ようこう

は、平成
へいせい

16年
ねん

４月
がつ

１日
にち

から施行
しこう

する。 

 

 


